
≪お申込方法 ≫
弊社ＨＰにアクセスの上
（http://www.aiwa-tax.or.jp/）
セミナー情報からお申込みください。

申込先・お問合せ：あいわ税理士法人セミナー事務局 名倉
〒108-0075 東京都港区港南2-5-3 オリックス品川ビル４階 TEL 03-5715-3316 FAX 03-5715-3318

主催：あいわ税理士法人顧問先様限定
税務会計セミナー

会場

日時 平成28年10月27日（木）
9：30～11：30（受付9：00より）

無料（顧問先様限定）

定員 70名（先着順）

申込期限 平成28年 10月 20日（木）

受講票は、申込み期限日以降に、順次メールにて
お送りさせていただきます。
なお、定員に達した場合、お断りさせていただく
こともございますので、ご了承ください。

■解説予定項目■

 会計上の「資本金」「資本剰余金」と税務上の「資本金等の額」

 「資本金の額」「資本金等の額」それぞれを判定基準とする税務上の規定

 「資本金等の額」と地方税

 資本等取引（増資、減資、自己株式の取得）があった場合の具体的な取扱い など

本申込みによってお知らせ頂いた個人情報は受講諸手続きに使用させていただくほか、当社サービスに関するご案内に使用させていただく
場合がございます。また、登録情報は厳重に管理し、第三者に開示することは一切ございません。

受講料

JR/京急 品川駅（港南口）より徒歩6分

講師 税理士 青柳 貴 （あいわ税理士法人）

法人税の中小法人向け特例の適用の有無や、地方税の住民税均等割の算定など、会計上の「資本
金」・税務上の「資本金等の額」により納税負担が大きく異なる場合があります。
この会計上の「資本金」「資本剰余金」と税務上の「資本金等の額」について、法令に基づき解説すると
ともに、資本等取引（増資、減資、自己株式の取得）があった場合の具体的な取扱いを解説します。
ある程度の経理実務経験のある中級者向けの内容となっています。

品川シーズンテラス ホール
http://sst-sr.jp/access/


